
平成３１年度佐倉市社会福祉協議会 

非常勤専門員募集要領 
 

１．応募資格  ①社会福祉主事任用資格または社会福祉士・精神保健福祉士 

資格を有する方 

        ②福祉関係機関・団体等で相談援助業務の経験がある方 

③普通自動車免許がある方 

２．応募方法  下記連絡先まで電話でお問い合わせください。 

３．提 出 先    社会福祉法人佐倉市社会福祉協議会 企画経営室 

                佐倉市海隣寺町 87 番地 社会福センター２Ｆ 

                〒285-0013  ℡043-484-6197  FAX043-486-2518 

４．選考方法    書類選考及び面接試験 

５．面接日時    応募者と調整の上で決定 

６．面接会場    応募書類の提出先に同じ 

７．採用予定    １名 

８．採用通知    面接試験後に文書にて合否の通知をします。 

                採用者は、健康診断書を提出いただきます。 

９．雇用条件 

 （１）身  分  社会福祉法人佐倉市社会福祉協議会・非常勤専門員 

  （２）雇用期間    平成３１年４月１日～平成３２年３月３１日 

          ※雇用開始日は応相談 

                    ※雇用契約更新の可能性有り 

  （３）給 与 等    時給１，２００円 (その他本会の規定による) 

  （４）加入保険  社会保険（健康保険・厚生年金・雇用・労災保険） 

          ※雇用内容に応じて加入 

  （５）勤務日時    月曜日から金曜日までの交替勤務 

          （出勤日数は週３日～４日程度） 

          午前８時３０分から午後５時１５分までのうち、 

          ５時間程度（※勤務時間は要相談） 

  （６）勤 務 地    佐倉市社会福祉協議会事務局（佐倉市海隣寺町８７番地） 

  （７）業務内容    ①法人後見事業に関すること 

②日常生活自立支援事業に関すること 

③その他本会が実施する権利擁護関係事業に関すること 

 （８）休 暇 等    本会の就業規則による。  


